
徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

令
和
六
年
県
民
健
康
栄
養
調
査
に
つ
い
て
、
徳
島
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
条
例
第

十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
目
的
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

令
和
六
年
県
民
健
康
栄
養
調
査

２

目
的

こ
の
調
査
は
、
徳
島
県
健
康
増
進
計
画
等
の
評
価
及
び
今
後
の
生
活
習
慣
病
対
策
等
の
効
果
的
な

推
進
を
図
る
た
め
、
徳
島
県
に
お
け
る
健
康
増
進
施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

令
和
六
年
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
調
査
地
区
及
び
令
和
二
年
国
勢
調
査
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
調
査
単

位
区
を
参
考
に
、
無
作
為
に
抽
出
し
た
十
八
単
位
区
の
世
帯
及
び
該
当
世
帯
の
一
歳
以
上
の
世
帯
員

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項

身
体
状
況
調
査

(一)

身
長
、
体
重
、
血
圧
測
定
等

栄
養
摂
取
状
況
調
査

(二)

世
帯
状
況
、
食
事
状
況
、
食
物
摂
取
状
況
等

生
活
習
慣
調
査

(三)

食
生
活
、
身
体
活
動
、
運
動
等

２

基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間

令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
で
調
査
の
対
象
と
な
る
単
位
区
を
管
轄
す
る

徳
島
県
保
健
所
が
指
定
し
た
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）

四

報
告
を
求
め
る
者

こ
の
調
査
の
対
象
と
な
る
県
民
（
栄
養
摂
取
状
況
調
査
に
あ
っ
て
は
、
調
査
の
対
象
と
な
る
世
帯
の

代
表
者
及
び
食
事
づ
く
り
担
当
者
）
と
す
る
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

１

身
体
状
況
調
査
は
、
被
調
査
者
を
会
場
に
集
め
て
医
師
等
が
調
査
項
目
の
計
測
及
び
問
診
を
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

２

栄
養
摂
取
状
況
調
査
及
び
生
活
習
慣
調
査
は
、
調
査
員
で
あ
る
管
理
栄
養
士
等
が
世
帯
を
訪
問
し

て
、
世
帯
の
代
表
者
及
び
食
事
づ
く
り
担
当
者
に
面
接
の
上
、
調
査
票
の
記
入
方
法
を
指
導
し
作
成

す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

３

生
活
習
慣
調
査
票
は
、
栄
養
摂
取
状
況
調
査
票
と
併
せ
て
配
布
し
被
調
査
者
本
人
が
記
入
す
る
。

な
お
、
当
該
調
査
票
へ
の
記
入
に
代
え
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
報
告
も
可
能
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

指
定
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
六
日
ま
で

七

そ
の
他
必
要
な
事
項

こ
の
調
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。


